
お
知
ら
せ

レ
ザ
ー
ク
ラ
フ
ト
教
室 

受
講
者

４
月
13
日（
木
）、
24
日（
月
）

13
時
30
分
～
16
時

Ｓ
Ｓ
プ
ラ
ザ
せ
ん
だ
い

レ
ザ
ー
ク
ラ
フ
ト（
マ
ル
チ
ケ
ー

ス
作
り
）

ル
・
ト
レ
ゾ
ー
ル
・
カ
シ
ェ
　
下し

も

山や
ま

陽よ
う

子こ

氏

高
校
生
以
上

先
着
10
人

６
５
０
０
円（
材
料
代
）

※
２
回
セ
ッ
ト
受
講
料
と
な
り
ま
す
。

３
月
10
日（
金
）～
31
日（
金
）

電
話Ｓ

Ｓ
プ
ラ
ザ
せ
ん
だ
い

（
27
）８
４
５
５

市
の
施
設
使
用
料
減
免 

高
齢
者
団
体
は
申
請
を

高
齢
者
の
健
康
増
進
な
ど
を
図
る

た
め
、
高
齢
者
団
体
が
健
康
増
進
や

介
護
予
防
活
動
が
可
能
な
高
齢
者
福

祉
施
設
、
体
育
施
設
な
ど
を
使
用
す

る
場
合
の
使
用
料
減
免
の
申
請

市
内
に
住
所
を
有
し
、
会
員
が

10
人
以
上（
う
ち
60
歳
以
上
の
高
齢

者
が
お
お
む
ね
４
分
の
３
以
上
）で
、

高
齢
者
の
健
康
増
進
お
よ
び
介
護
予

防
に
役
立
つ
活
動
を
行
う
次
の
団
体

① 

高
齢
者
ク
ラ
ブ
連
合
会
お
よ
び
同

連
合
会
に
所
属
す
る
単
位
高
齢
者

ク
ラ
ブ

②
任
意
の
高
齢
者
団
体

※ 

減
免
割
合
は
、
①
＝
全
額
免
除
、

②
＝
５
割
減
額

※ 

エ
ア
コ
ン
な
ど
付
属
設
備
の
使
用

料
は
減
免
対
象
外

３
月
15
日（
水
）～

申
請
者
の
身
分
を
証
明
で
き
る
も

の（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転

免
許
証
、
保
険
証
な
ど
）

本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉
課
ま
た
は

各
支
所
、甑
島
振
興
局
、各
市
民
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
の
申
請

書
に
必
要
事
項
を
明
記
の
上
、
直
接

※ 

申
請
内
容
を
審
査
し
、
減
免
が

適
当
と
認
め
た
団
体
に
は「
高
齢

者
団
体
認
定
書
」を
交
付
し
ま
す
。

公
共
施
設
の
使
用
申
し
込
み
の
際

に
、
必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉
課
高
齢

者
福
祉
Ｇ（

２
６
７
３
）ま
た
は
各

支
所
、
甑
島
振
興
局

新
婚
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
！ 

放
送
日
決
定

　
本
市
で
公
開
収
録
が
あ
っ
た
、
Ｋ

Ｋ
Ｂ
鹿
児
島
放
送
で
放
送
中
の
テ

レ
ビ
番
組「
新
婚
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ

い
！
」の
放
送
日
が
決
定
し
ま
し
た
。

３
月
19
日（
日
）、
26
日（
日
）12
時

55
分
～
13
時
25
分

※  

２
週
に
わ
た
っ
て
放
送
が
あ
り
ま

す
。

本
庁
観
光
物
産
課
観
光
シ
テ
ィ

セ
ー
ル
ス
Ｇ（

６
２
２
４
）

本
庁
市
民
課
窓
口
の 

時
間
延
長
・
休
日
窓
口
開
設

　
引
越
し
シ
ー
ズ
ン
の
窓
口
の
混
雑

緩
和
の
た
め
、
次
の
と
お
り
、
本
庁

市
民
課
の
窓
口
の
時
間
延
長
お
よ
び

休
日
開
設
を
実
施
し
ま
す
。

平
日
の
時
間
延
長

３
月
23
日（
木
）
～
４
月
５
日

（
水
）18
時
ま
で
延
長

休
日
の
開
設

３
月
26
日（
日
）、
４
月
１
日

（
土
）、
２
日（
日
）８
時
30
分
～
17
時

15
分本

庁
２
階
市
民
課

※  

休
日
の
本
庁
舎
出
入
口
は
、
東
側

の
み
で
す
。

住
所
変
更（
転
入
・
転
居
・
転
出
）

に
伴
う
手
続
き
の
み

※ 

通
常
の
証
明
発
行
な
ど
は
行
い
ま

せ
ん
。

※ 

期
間
中
は
、
窓
口
が
大
変
混
み
合

う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

窓
口
の
混
雑
状
況
は
、
市
公
式
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
メ
ニ
ュ
ー
画
面
の「
安
全
・

安
心
」→「
窓
口
申
請
」→「
窓
口
待

合
」か
ら
も
ご
確
認
い
た
だ
け
ま

す
。

※ 

転
入
・
転
居
届
出
は
、
引
越
し
後

14
日
以
内
の
届
出
が
可
能
で
す
。

※ 

本
市
か
ら
他
の
市
町
村
へ
引
越
し

さ
れ
る
方
は
、
郵
送
に
よ
る
転
出

届
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

本
庁
市
民
課
住
民
Ｇ（

２
５
４

４
）

宝
く
じ
の
普
及
広
報
事
業

　
小
さ
な
拠
点
づ
く
り
を
行
う
３
地

区
で
、
地
域
住
民
が
市
町
村
と
連
携

し
て
行
う
、
人
口
減
少
対
策
に
資
す

る
事
業
な
ど
の
支
援
を
目
的
と
し
た

宝
く
じ
助
成
事
業「
市
町
村
振
興
助

成
金
」を
活
用
し
ま
し
た
。

▼ 

大
馬
越
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議

会
　

　 

特
産
品
移
動
販
売
を
し
な
が
ら
地

域
の
見
守
り
を
行
う
た
め
の
車
両

「
ふ
る
さ
と
の
味
　
ま
ご
え
号
」の

購
入

▼  

藤
本
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会

　 

地
区
住
民
で
運
営
す
る「
拠
り
所

ふ
じ
も
と
」の
備
品
の
整
備

▼ 

藤
川
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会

　 

助
け
合
い
に
よ
る
自
主
送
迎「
藤

川
お
で
か
け
号
」の
継
続
の
た
め

の
経
費

本
庁
企
画
政
策
課
地
域
デ
ザ
イ

ン
・
移
住
定
住
Ｇ（

４
８
３
２
）

令
和
５
年
度
固
定
資
産
税
縦

覧
帳
簿
の
縦
覧

４
月
３
日（
月
）
～
５
月
１
日

（
月
）

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

本
庁
税
務
課
ま
た
は
各
支
所
、
甑

▲�市公式
LINE
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島
振
興
局

▼ 

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
＝
土
地

　
　
の
所
在
・
地
目
・
地
積
・
価
格

　
▼ 

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
＝
家
屋

の
所
在
・
家
屋
番
号
・
建
築

　
　 

年
・
種
類
・
構
造
・
床
面
積
・

価
格

固
定
資
産
税（
土
地
お
よ
び
家

屋
）の
納
税
者
お
よ
び
そ
の
代
理
人

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免

許
証
な
ど（
も
し
く
は
納
税
通
知
書

な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
）

本
庁
税
務
課
土
地
Ｇ（

２
２
４

１
）・
家
屋
Ｇ（

２
２
５
１
）ま
た

は
各
支
所
、
甑
島
振
興
局

東
部
区
域
４
支
所
で
の
死
亡

届
出
後
の
手
続
き
に
は
予
約

が
必
要
で
す

　
手
続
き
時
間
の
短
縮
を
図
る
た
め
、

４
月
か
ら
東
部
区
域
４
支
所（
樋
脇
・

入
来
・
東
郷
・
祁
答
院
）に
お
い
て
、

死
亡
届
出
後
の
手
続
き（
国
民
健
康

保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
、
国

民
年
金
な
ど
）が【
原
則
予
約
制
】と

な
り
ま
す
。

※�

本
庁
は
お
く
や
み
コ
ー
ナ
ー
窓
口

を
開
設
し
て
受
け
付
け
を
し
て
い

ま
す
。（
原
則
予
約
制
）

電
話東

部
区
域
４
支
所
ま
た
は
本

庁
市
民
課
企
画
総
務
Ｇ（

２
５
６

５
）

介
護
予
防
元
気
度
ア
ッ
プ
事

業
ポ
イ
ン
ト
転
換
臨
時
受
付

窓
口
開
設

令
和
４
年
度
介
護
予
防
元
気
度

ア
ッ
プ
カ
ー
ド
に
氏
名
、
住
所
、
連

絡
先
を
明
記
の
上
、
直
接

※ 

４
月
10
日（
月
）か
ら
本
庁
２
階
高

齢
・
介
護
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
、

甑
島
振
興
局
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
で
も
受
け
付
け
を
開
始
し

ま
す
。

本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉
課
包
括
支

援
Ｇ（

２
６
７
６
）

Ｊ
Ｒ
九
州
か
ら
の
お
願
い

　
線
路
外
か
ら
の
倒
木
が
列
車
と
接

触
す
る
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

土
地
の
所
有
者
は
、
剪せ

ん
て
い定
や
伐
採
な

ど
、
樹
木
の
定
期
的
な
管
理
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
線
路
中
心
か
ら
お
お
む
ね

８
ｍ
以
内
の
場
所
で
建
物
の
建
設
や

解
体
、
樹
木
の
伐
採
な
ど
を
行
う
場

合
は
、
事
前
に

へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

※�

作
業
内
容
や
環
境
条
件
、
使
用
重

機
に
よ
っ
て
は
線
路
中
心
か
ら
８

ｍ
以
上
離
れ
た
場
所
で
も
近
接
工

事
の
適
用
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

※�

近
接
工
事
に
よ
り
列
車
の
運
行
や

鉄
道
設
備
に
影
響
が
あ
っ
た
際
、

損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

九
州
旅
客
鉄
道
㈱
　
鹿
児
島
支
社

　
鹿
児
島
工
務
所

 

０
９
９（
２
５
６
） 

１
８
９
５

　

実施日 時　間 会　場

４月３日（月）

9:00 ～ 10:30 亀山地区コミュニティセンター
11:00 ～ 12:30 御陵下公園運動場会館
13:00 ～ 14:30 育英地区コミュニティセンター
15:00 ～ 16:00 川内地区コミュニティセンター（すこやかふれあいプラザ）

４月４日（火）

9:30 ～ 10:30 水引地区コミュニティセンター
11:00 ～ 12:00 峰山地区コミュニティセンター
12:30 ～ 13:30 滄浪地区コミュニティセンター
14:00 ～ 15:00 寄田地区コミュニティセンター

４月５日（水）

9:00 ～ 10:30 平佐西地区コミュニティセンター（産業振興センター）
11:00 ～ 12:30 平佐東地区コミュニティセンター
13:00 ～ 14:30 永利地区コミュニティセンター
15:00 ～ 16:30 隈之城地区コミュニティセンター（セントピア）

４月６日（木）

9:30 ～ 10:30 八幡地区コミュニティセンター
11:00 ～ 12:00 高来地区コミュニティセンター
12:30 ～ 13:30 城上地区コミュニティセンター
14:00 ～ 15:00 陽成地区コミュニティセンター

４月７日（金）
10:00 ～ 11:00 吉川地区コミュニティセンター
12:00 ～ 13:00 湯田地区コミュニティセンター
13:30 ～ 14:30 旧西方小学校体育館

４月10日（月）

10:00 ～ 10:30 藤本地区コミュニティセンター
11:00 ～ 11:30 野下地区コミュニティセンター
12:00 ～ 13:00 市比野地区コミュニティセンター（樋脇保健センター）
14:00 ～ 15:00 樋脇地区コミュニティセンター（樋脇公民館）
15:30 ～ 16:00 倉野地区コミュニティセンター

４月11日（火）

10:00 ～ 10:30 副田地区コミュニティセンター（入来文化ホール別館）
11:00 ～ 11:30 清色地区コミュニティセンター
12:00 ～ 12:30 朝陽地区コミュニティセンター
13:30 ～ 14:00 大馬越地区コミュニティセンター
14:30 ～ 15:00 八重地区コミュニティセンター

４月12日（水）

10:00 ～ 10:30 斧渕地区コミュニティセンター（東郷公民館）
11:00 ～ 11:30 南瀬地区コミュニティセンター
12:00 ～ 12:30 山田地区コミュニティセンター
13:30 ～ 14:00 鳥丸地区コミュニティセンター
14:30 ～ 15:00 藤川地区コミュニティセンター

４月13日（木）

10:00 ～ 10:30 黒木地区コミュニティセンター
11:00 ～ 11:30 上手地区コミュニティセンター
12:00 ～ 12:30 大村地区コミュニティセンター
13:30 ～ 14:00 轟地区コミュニティセンター
14:30 ～ 15:00 藺牟田地区コミュニティセンター

※甑島区域は、甑島振興局、下甑支所、各市民サービスセンターで申請してください。

■介護予防元気度アップ事業ポイント転換臨時受付日程表
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